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☆日時 ２月２１日（木）１９時～２１時 ☆会場 阿佐谷地域区民センター（第５）

☆議題 ①学習会…「働き方改革」で、職場はどうなっているか 講師：三浦祐哉弁護士

②職場交流…各単産からの報告（職場の現状と要求実現の取り組みの様子など）

峰事務局長の発声で乾杯 不屈にたたかうJAL争議団
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１月30日、杉並公会堂で開かれた春闘総決起

集会。主催者は「今年、安倍政権を退陣させ
政治を変えるたたかいはいよいよ正念場。大

幅賃上げと労働条件改善、市民と野党の共闘
を広げて改憲阻止、安倍政権打倒に、全ての

働く仲間が奮闘しよう」と呼びかけました。

一番新しい組合員も参加した

授
業
の
持
ち
時
数
を
減
ら
せ
、
教
職
員
を
増
や
せ
！
「
変
形
労
働
時
間
制
」

導
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！
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横
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杉並区労働組合総連合

２０１９．２．５（火）

TEL FAX 5941－5332



杉並区労連拡大代表者会議

参考資料「働き方改革一括法」

●全労連などの反対にもかかわらず、2018年

6月29日、「働き方改革を推進するための

関係法律の整備に関する法律」が成立。

●財界が一番望んでいた「企画業務型裁量労

働制の対象業務の拡大」の削除は実現。

(区労連、各単産もFAX要請をした！）

●しかし、残業代ゼロ・働かせ放題・過労死

促進となる「高度プロフェッショナル制度」、

時間外・休日労働の上限規制について、過

労死防止の水準まで引き下げることはでき

ず。

改善は運用、悪い制度は持ち込ませず
▼３６協定（さぶろくきょうてい）を知ろう。

▼自分の労働時間を把握し、記録を取ろう。

▼職場の声、要求をまとめよう。

▼困っていること相談は区労連、杉並一般へ。

２月１５日（金）区労連常幹会議 １９：００ 区労連事務所

２月１５日（金）杉並革新懇定例宣伝行動 ４：００ 西荻窪駅南口（毎月15日）

２月１６日（土）杉並市民アクション講演会 １４：００ セシオン杉並

２月２１日（木）杉並区労連拡大代表者会議・学習会 １９：００ 阿佐ヶ谷地域区民センター

２月２４日（日）消費税増税反対定例宣伝行動 ５：３０ 阿佐谷駅南口（毎月24日）

３月 ２日（土）「９条変えるな！安倍政権NO杉並デモ １：３０ 高円寺中央公園～高円寺

３月 ４日（月）～９日（土）原爆の図第十部「署名」を展示する会 セシオン杉並

３月１５日（金）杉並革新懇定例宣伝行動 ４：００ 高円寺駅南口（毎月15日）

３月２１日（木）杉並革新懇講演会＆定期総会 纐纈（こうけつ）厚さん １：００ 会場未定

アベノミクス効果で
昨年の賃金が急に伸
びる

実は、実質大幅
マイナスだった
統計不正…「偽装は底なし」。ニ

セの統計資料により、安倍政権の経

済運営の失敗は一層白日の下に。賃

金は改善しているとして逆に抑えら

れてきました。その一方で大企業の

内部留保は５００兆円を突破。こん

な中で消費税１０％なんて、とても

許せません。
不正なデータで「盛られた」アベノミクスの成果は、かつての大本営発表
のようです、と報道する東京新聞。（１月３１日）

～事業主の皆さまへ～ 働き方が変わります！！
２０１９年４月１日から働き方改革関連法が

順次施行されます！

①時間外労働の上限規制が導入されます！
施行：2019年4月1日～ ※中小企業は、2020年4月1日～

月４５時間、年３６０時間を原則（特別な事情がある場合で
も年７２０時間、単月１００時間未満（休日労働含む）、複
数月平均８０時間（休日労働含む）を限度に設定する必要が
あります。

②年次有給休暇の確実な取得が必要です！
施行：2019年4月1日～

１０日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年５日以上、時季を指定して有給休暇を与える必要があり
ます。

③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が
禁止されます！
施行：2020年4月1日～ ※中小企業は、2021年4月1日～

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者
（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間
で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が
禁止されます。

（「厚生労働省・東京労働局のパンフより）


